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 ９  律令制下の官僚機構 [奈良時代] 

 

・二官八省（一台五衛府）制 

         神祇官                                  中務省 

（神祇祭祀）                     左弁官        式部省 5 

              太政大臣    大納言  （太政官事務局）    治部省 

               （則闕の官＝not常置）                 民部省 

                                  少納言        兵部省 

         太政官    左大臣                           刑部省 

（最高機関）  （常置最高職）          右弁官        大蔵省  10 

                    右大臣            （太政官事務局）    宮内省 

 

       弾正台（役人の監督） 

                           衛門府 

       五衛府（京内・宮中警護）    左右衛士府 15 

                           左右兵衛府 

・八省の職掌 

左弁官 右弁官 

中務省 詔書起草・最重要 兵部省 武官人事・軍事 

式部省 文官人事・大学 刑部省 裁判・刑罰 

治部省 仏事・儀式・外交 大蔵省 出納・物価・貨幣 

民部省 戸籍・租庸調 宮内省 宮中事務 

 

・官位相当制…30段階の位階に応じた官職に任じられる 

 少初位下～正六位上…一般役人 20 

 従五位下～正四位上…殿上人＝一般貴族（通貴） 

 従三位  ～正一位  …公卿  ＝上級役人（貴） 

・四等官制 

 神祇官 省 衛府 太宰府 国 郡 鎮守府 

長官かみ 伯 卿 督 帥そち・そつ 守 大領 将軍 

次官すけ 副 輔 佐 弐 介 少領 副将軍 

判官じょう 祐 丞 尉 監 掾 主政 軍監 

主典さかん 史 録 志 典 目 主帳 軍曹 
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